
太子町男女共同参画推進条例
を制定しました

平成26年４月
太子町

みんなで考え

みんなでつくろう

一人ひとりが自立し 対等に参画する新しい社会









住民のみなさんは･･･
家庭、地域、学校、職場など
あらゆる分野で男女共同参画
の推進に努めましょう。

教育関係者は･･･
一人ひとりの個性を伸ば
し、互いに人として尊重
し合える意識を育てる教
育に取り組みましょう。

事業者のみなさんは･･･
男女に関係なく、個性や才能を
活かして仕事ができるように取
り組みましょう。生活と仕事の
調和のとりやすい職場環境をつ
くりましょう。

●性別を理由とする差別的取扱い
●セクシュアル・ハラスメント
●ドメスティック・バイオレンス（DV）
●性別による固定的な役割分担
●男女間における暴力的行為を助長、また
は連想させる表現
●過度の性的な表現
●男女共同参画の推進を阻害する表現

このような行為や、表現は

男女共同参画の精神に
反します！！

「男性は外で働き、女性は家事や育児をするのが
あたりまえ」
「男性は女性をリードするべき」
「暴力をふるうのは、それなりの理由がある」
「男性は言葉が乱暴でもしかたがない」
「男性の方が経済力があるのだから、女性が
従う方がうまくいく」
　　　　　　　　　　など

こんな考え方も  NG

男女共同参画について理解を深め、それぞれの立場から町が実施する男女共同参画施
策に協力するように努めましょう。

町は･･･
男女共同参画の推進に関する施策
を総合的に策定、実施します。
住民、事業者、教育関係者、他の
地方公共団体などと連携・協力し
ながら男女共同参画の社会づくり
に取り組みます。

男女共同参画社会のために
　　　みんなができること



人権問題に関する相談（全般）

太子町役場 TEL：0721-98-0300（代表）

みんなの人権110番（法務局） TEL：0570-003-110

一般財団法人　大阪府人権協会 TEL：06-6581-8634

子どもの人権に関する相談

子どもの人権110番（法務局） TEL：0120-007-110

子どもの悩み相談（子ども家庭センター）TEL：0120-7285-25（子ども専用）

富田林子ども家庭センター TEL：0721-25-2263（虐待通告専用）

太子町　住民室住民人権グループ

〒583-8580　大阪府南河内郡太子町大字山田88番地
TEL：0721-98-5515　FAX：0721-98-2773

E-mail　juminjinken@town.taishi.osaka.jp

女性の人権に関する相談

大阪府女性相談センター
TEL：06-6949-6022

TEL：06-6946-7890

女性の人権ホットライン（法務局） TEL：0570-070-810

大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター） TEL：06-6937-7800

富田林子ども家庭センター TEL：0721-25-2065（DV）

相談・問い合わせ先一覧

無断転載・複製禁止
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